
一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会 

青年部規約 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本組織は、一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会（以下、協会とい 

う。）青年部（以下、青年部という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 青年部の事務所は、協会事務局内に置く。 

（目 的） 

第３条 青年部は、ビルメンテナンス業界の次代を担う会員が、会員相互の交流

を深め、資質向上に努めるとともに、ビルメンテナンス業界発展に寄与すること

を目的とする。 

 

第２章 事 業 

（事 業） 

第４条 青年部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

一 研修・交流事業の開催 

二 社会貢献事業の実施 

三 協会が実施する事業への積極的参加 

四 その他、青年部の目的達成のために必要な事業 

 

第３章 会 員 

（会員資格） 

第５条 青年部は、協会の普通会員及び賛助会員の在籍者をもって組織し、所属

会員代表者の同意を得た者であり、満年齢が５０歳に達した年度の次に開催さ

れる総会までを在籍期間とする。 

２ 役員の任期が在籍期間を超える場合は、任期満了までを在籍期間とする。 

（入 会） 

第６条 青年部への入会は別に定める「入会申込書」を提出し、役員会において

審議し、入会を認める。 

 



（退 会） 

第７条 青年部の退会は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

一 会員より書面をもって届出があったとき 

二 会員が死亡したとき 

三 会員が第５条の会員資格を失ったとき 

四 会員が著しく青年部の品位を損なったとき 

 

第４章 役員及び組織 

（役 員） 

第８条 青年部に次の役員を置く。 

一 会 長 １ 名 

二 副会長 １ 名 

三 幹事長 １ 名 

四 理 事 若干名 

五 監査役 若干名 

（役員の選出） 

第９条 役員は総会において選出する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。但し再任は妨げない。 

（役員の職務） 

第１１条 会長は青年部を代表し、その職務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を行う。 

３ 幹事長は会長、副会長を補佐し、青年部の会務を担当する。 

４ 理事は、青年部の業務を執行する。 

５ 監査役は、青年部の業務活動及び会計の状況を監査する。 

（相談役・顧問） 

第１２条 青年部に相談役・顧問を置くことができる。 

 

第５章 会 議 

（会 議） 

第１３条 会員もしくは役員の同意を要する決議案件については、総会もしくは 

役員会にて議決する。 



（総 会） 

第１４条 総会は会員をもって構成する。 

（総会の議決事項） 

第１５条 総会は次の事項を議決する。 

一 事業報告、決算報告、事業計画、予算案の承認 

二 理事及び監査役の選出 

三 会費の決定及び変更 

四 その他必要と認めた事項 

（総会の開催） 

第１６条 定時総会は、毎年５月に開催する。 

２ 役員会が必要と認めたとき、又は会員の３分の１以上からの要請があったと

きは速やかに臨時総会を開催しなければならない。 

（総会の議長） 

第１７条 総会の議長は、当該総会において出席会員の中から選出する。 

（総会の成立及び議決） 

第１８条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、出席会員の過半数の同意

により議決する。 

２ 総会における議決権は会員１名につき１個とし、委任状による議決権の代理

行使を妨げない。 

（総会の議事録） 

第１９条 総会の議事については、議事録を作成して保管する。 

２ 議長及び当該総会において選任された者２名が、議事録に記名押印する。 

（役員会） 

第２０条 役員会は、第８条に規定する役員で構成する。 

（役員会の審議事項） 

第２１条 役員会は、総会に付議する事項のほか、青年部の運営に関し必要な事

項を決議、執行する。 

（役員会の開催） 

第２２条 役員会は、会長が必要と認めたとき又は３分の 1以上の役員から請求

があったときに会長が召集する。 

（役員会の議長） 

第２３条 役員会の議長は原則会長が務める。 



（役員会の成立及び議決） 

第２４条 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の同意

により議決する。 

（役員会の議事録） 

第２５条 役員会の議事については、議事録を作成して保管する。 

 

第６章 資産及び会計 

（資 産） 

第２６条 青年部は次の資産をもって運営する。 

一 会費 

二 交付金 

三 寄付金 

四 その他の収入 

（会 費） 

第２７条 青年部の会費は月額２，０００円とし、入会月の翌月より発生する。 

２ 会費は毎年度４月及び１０月に、当該月以降の６ヶ月分を一括納付とする。 

（会計年度） 

第２８条 青年部の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（規約の改正） 

第２９条 規約の改正は、役員会の承認を経たのち、総会の決議により行う。 

（その他） 

第３０条 本規約で定めるもののほか、必要な事項は役員会の議決を経て別に定

める。 

 

附 則 

１ 本規約は令和４年６月１日から施行する。 


